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６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
た
「
人
権
擁
護
委

員
の
日
」
で
す
。

　

周
防
大
島
町
に
は
周
防
大
島
町

長
が
推
薦
し
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
８
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
お
り
、
人
権
に
つ
い
て
の
相
談

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

山
口
地
方
法
務
局 

岩
国
支
局

　

☎
０
８
２
７
（
43
）
１
１
２
５

　

す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業
を
対

象
と
し
た
「
経
済
セ
ン
サ
ス-

活
動

調
査
」
が
、
全
国
一
斉
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

調
査
員
が
担
当
区
域
内
を
巡
回

し
、
事
業
所
の
外
観
な
ど
か
ら
現

在
の
様
子
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

く
他
、
調
査
票
の
配
布
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

回
答
期
限
の
6
月
8
日
ま
で
に
、

で
き
る
限
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー

■
入
力
方
法
な
ど
の
調
査
全
般
に

関
す
る
こ
と

　

☎
０
１
２
０
（
１
３
８
）
１
０
２

■
ロ
グ
イ
ン
で
き
な
い
な
ど
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
に
関
す
る
こ
と

　

☎
０
１
２
０
（
３
１
９
）
５
０
２

問
い
合
わ
せ

　

政
策
企
画
課 

広
報
情
報
統
計
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
７

　

県
税
務
課
で
は
、
平
成
22
年
度

か
ら
「
地
方
税
徴
収
支
援
グ
ル
ー

プ
」
を
設
置
し
、
県
下
の
市
町
に

対
し
て
県
職
員
を
多
数
派
遣
し
市

町
税
務
課
職
員
と
と
も
に
、
税
の

納
付
指
導
や
滞
納
の
解
消
に
努
め
、

徴
収
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
本
町
か
ら
併
任
徴
収
職
員

と
し
て
県
職
員
９
人
へ
併
任
辞
令

を
交
付
し
ま
し
た
。
併
任
期
間
は

令
和
８
年
４
月
か
ら
令
和
９
年
３

月
末
ま
で
の
１
年
間
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課 

徴
収
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
３
１

　

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け

ん
ぽ
）
で
は
、
40
歳
か
ら
74
歳
ま

で
の
ご
家
族
（
被
扶
養
者
）
の
人

を
対
象
に
、
特
定
健
診
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
年
に
１
回
の
費
用
補

助
が
あ
り
、
お
安
く
受
診
で
き
る

お
得
な
健
診
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
４
月
上
旬
に
協

会
け
ん
ぽ
か
ら
ご
自
宅
に
受
診
券

（
黄
色
の
封
筒
）
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
受
診
可
能
な
健
診
実
施
機

関
や
費
用
に
つ
い
て
は
、
受
診
券

に
同
封
の
案
内
文
書
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

年
に
１
回
は
健
診
を
受
け
て
健

康
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

　

全
国
健
康
保
険
協
会 
山
口
支
部

保
健
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
８
３
（
９
７
４
）
０
５
３
０

　

令
和
８
年
度
設
置
補
助
金
の
交

付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
予
算

に
限
り
が
あ
り
、
ま
た
、
補
助
金

の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

補
助
対
象
区
域

 

・�

公
共
下
水
道
お
よ
び
集
落
排
水

区
域
以
外
の
区
域

 

・�

公
共
下
水
道
の
整
備
全
体
計
画

区
域
内
の
一
部
区
域

補
助
金
額
（
上
限
額
）

　

５
人
槽　

59
万
９
千
円

　

７
人
槽　

76
万
５
千
円

　

10
人
槽　

１
０
９
万
６
千
円

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

下
水
道
課 

下
水
道
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
１
４

補
助
対
象
と
な
る
資
材

　

イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
に

よ
る
農
作
物
等
の
被
害
防
止
対
策

の
た
め
に
設
置
す
る
電
気
牧
柵
、

防
護
ネ
ッ
ト
、
金
網
柵
、
ト
タ
ン

柵
等
の
防
護
柵
の
資
材
。（
資
材
購

入
後
の
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

補
助
対
象
地

　

町
内
の
耕
作
地
。（
た
だ
し
、
電

気
牧
柵
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
面

積
２
０
０
㎡
以
上
）

※�

所
有
者
ま
た
は
耕
作
者
が
町
外

の
人
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

補
助
金
額

　

防
護
柵
の
設
置
に
要
し
た
資
材

費
の
２
分
の
１
以
内
で
、
１
件
あ

た
り
の
上
限
額
が
５
万
円
（
千
円

未
満
切
り
捨
て
）

※�

た
だ
し
、
令
和
５
年
度
～
７
年

度
に
補
助
を
受
け
て
設
置
済
み

の
耕
作
地
に
つ
い
て
は
、
補
助

金
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

設
置
後
の
保
守
・
点
検

　

破
損
や
倒
れ
か
け
て
い
る
防
護

柵
を
見
か
け
ま
す
。
設
置
済
み
の

人
は
都
度
保
守
・
点
検
を
行
い
、

被
害
防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

農
林
水
産
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

防
護
柵
資
材
費
を

補
助
し
ま
す

「
経
済
セ
ン
サ
ス-

活
動
調
査
」

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
！

人
権
擁
護
委
員
制
度
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？

‐
地
方
税
徴
収
支
援
グ
ル
ー
プ
‐

県
職
員
に
併
任
辞
令
を
交

付
し
ま
し
た

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置

補
助
金
に
つ
い
て

全
国
健
康
保
険
協
会
の

特
定
健
診
の
ご
案
内


